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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

 ２．第144期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

 ３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

回次 第143期中 第144期中 第145期中 第143期 第144期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 26,472 26,833 27,987 53,946 56,320 

経常利益（百万円） 2,462 1,663 3,365 2,992 5,290 

中間（当期）純利益（百万円） 1,305 806 1,845 1,611 2,899 

純資産額（百万円） 73,128 74,644 76,642 75,412 76,213 

総資産額（百万円） 101,069 102,806 103,546 104,898 104,872 

１株当たり純資産額（円） 1,072.30 1,099.90 1,130.52 1,105.56 1,123.56 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
19.14 11.86 27.26 22.84 42.73 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 72.4 72.5 73.9 71.9 72.5 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
1,621 2,353 2,674 3,402 4,200 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△700 △2,998 △649 △3,329 △4,259 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△1,356 △1,386 △1,052 △2,391 △2,448 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
15,570 11,760 12,290 13,753 11,312 

従業員数（人） 1,804 1,793 1,771 1,777 1,759 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

 ２．第144期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

 ３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

回次 第143期中 第144期中 第145期中 第143期 第144期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 26,436 26,763 27,903 53,798 56,169 

経常利益（百万円） 2,405 1,579 3,274 2,830 5,082 

中間（当期）純利益（百万円） 1,279 760 1,797 1,517 2,784 

資本金（百万円） 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 

発行済株式総数（株） 70,251,484 70,251,484 70,251,484 70,251,484 70,251,484 

純資産額（百万円） 71,273 72,535 74,404 73,482 74,029 

総資産額（百万円） 98,494 100,252 100,905 102,393 102,449 

１株当たり純資産額（円） 1,045.10 1,070.84 1,099.61 1,077.25 1,093.43 

１株当たり中間(当期)純利益金額

（円） 
18.76 11.17 26.56 21.45 41.02 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） 5.00 6.00 7.00 10.00 12.00 

自己資本比率（％） 72.4 72.4 73.7 71.8 72.3 

従業員数（人） 1,709 1,704 1,677 1,684 1,667 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当企業集団が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数であります。 

(2)提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数であります。 

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

医薬品事業 1,457 

機能食品事業 119 

全社（共通） 195 

合計 1,771 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 1,677 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等により、景気は引き続き緩やかに回復し

てきました。 

 医薬品業界においては、薬価改定はなかったものの市場の競争環境はより一層激化しております。さらに少子高齢

化の進展に伴う社会保障財源の悪化が深刻化する中で、将来にわたって医療費抑制策が継続的に強化されることは避

けられず、国内では引き続き厳しい市場環境が続いております。 

 食品業界においては、加工食品は小麦、植物油、乳製品などの原料の高騰によるコスト上昇に耐え切れず、メーカ

ー各社は製品の値上げを行っておりますが、十分な価格転嫁ができない厳しい環境下にあります。また健康食品も

「規制強化」により市場の成長が鈍化してきています。 

 こうした環境下、当企業集団は堅実な活動を行い、売上高は279億8千7百万円と対前中間連結会計期間比4.3％の増

収となりました。費用面では、原料価格の上昇等により、売上原価率は45.8%と前中間連結会計期間に比べ0.7ポイン

ト上昇しました。販売費及び一般管理費は、諸経費の節減に加え一部費用が下期にずれ込み、124億2千6百万円と対

前中間連結会計期間比7億6千5百万円の減少となりました。その結果、営業利益は27億5千1百万円と対前中間連結会

計期間比78.5％の増益となりました。また、営業外収益の増加により経常利益は33億6千5百万円と対前中間連結会計

期間比102.3％の増益、中間純利益は18億4千5百万円と対前中間連結会計期間比128.7％の増益となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①医薬品事業 

医薬品事業においては、主力品目である非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤「ハイペン」が大きく伸長、7月に口腔内

崩壊錠を発売した粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤「ガスロンN」も伸長しました。一方、競合品の発売などにより、

前立腺肥大症治療剤「エビプロスタット」、頻尿治療剤「ブラダロン」などが伸び悩みましたが、昨年7月にバイエ

ル薬品株式会社から販売権の譲渡を受けたアレルギー性鼻炎治療剤「バイナス」の売上が増収に寄与しました。さら

に合成抗菌剤「プルリフロキサシン」原薬の売上と工業所有権等収益が伸長しました。その結果、売上高は228億3千

5百万円と対前中間連結会計期間比4.8％の増収となりました。 

 生産面では、当社小田原総合製剤工場で生産性の向上およびリスク管理の観点から製剤装置、包装機、錠剤検査機

の更新を行い、生産は順調に推移いたしました。 

②機能食品事業 

機能食品事業においては、加工食品業界、健康食品業界とも厳しい状況が続く中、健康食品素材は伸び悩みました

が、品質安定保存剤は堅調に推移し、たん白製剤類はラインアップの強化と販売価格の引き上げにより売上が伸長し

た結果、売上高は51億5千1百万円と対前中間連結会計期間比2.2%の増収となりました。 

なお、所在地別セグメントの実績につきましては、全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合が90％を超

えるため、記載を省略しております。 

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが26億7千4百万円の収入、投資活動によるキャッシ

ュ・フローが6億4千9百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが10億5千2百万円の支出となり、当中間連

結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ9億7千7百万円増加し、122億9千万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは26億7千4百万円の収入（前中間連結会計期間23億5千3百万円の収入）となり

ました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前中間純利益33億6千5百万円、減価償却費13億1千4百万円、売上債権

の減少額11億2千7百万円、支出項目では法人税等の支払額12億7千5百万円、棚卸資産の増加額9億9千2百万円であり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは6億4千9百万円の支出（前中間連結会計期間29億9千8百万円の支出）となり

ました。有形固定資産取得による支出7億1百万円が主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは10億5千2百万円の支出（前中間連結会計期間13億8千6百万円の支出）となり

ました。借入金の返済、配当金の支払い、自己株式の取得によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

(2）受注状況 

 当企業集団は受注生産をほとんど行っていないため、受注状況の記載を省略しております。 

(3）販売実績 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

３．主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売高に占める割合 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 20,502 +2.1 

機能食品事業 3,691 +0.8 

合計 24,194 +1.9 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 22,835 +4.8 

機能食品事業 5,151 +2.2 

合計 27,987 +4.3 

  相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

販売高（百万円) 割合（％） 販売高（百万円) 割合（％） 

 
㈱メディセオパルタッ

クホールディングス  
4,941 18.4 4,820 17.2 

  ㈱スズケン 5,095 19.0 4,744 17.0 

  アルフレッサ㈱  3,813 14.2 3,939 14.1 



３【対処すべき課題】 

  （１）現状認識と対処方針について 

 医薬品事業においては、少子高齢化社会が進展する中、自己負担率の引き上げ、薬価の引き下げ、ジェネリック医

薬品の使用促進など、医療費抑制のための制度改革が推進されております。また新製品開発に伴う研究開発費の負担

が利益を圧迫し、業界を取り巻く環境は今後とも厳しい状況が続くことが予測されます。 

 このような環境下、当企業集団の対処すべき課題として「選択と集中」が不可欠です。研究開発面では、得意領域

である泌尿器科領域や重点領域である炎症・アレルギー系領域、さらに社会性の高い血液がんを中心としたがん治療

分野に注力し、成果に結びつけて事業の拡大と社会への貢献を行いたいと考えています。 

 機能食品事業においては、消費者の食の安全に対する要求はますます厳しくなることが予測されますが、医薬品事

業で培った高度な技術と厳しい品質管理ノウハウを活用し、より付加価値の高い製品へ経営資源を投入し、事業の拡

大に努めます。 

 さらに当企業集団全体として、業務効率の向上によるコスト削減の努力を通じて競争力を養い、個性ある、社会か

ら信頼される企業集団を目指し、企業価値を高める事業活動に邁進する所存です。 

  

 （２）株式会社の支配に関する基本方針について 

 －当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）－ 

Ⅰ．基本方針の内容 

 当社取締役会は、当社株式に対するあらゆる大規模買付行為を否定するものではありません。当社株式に対する大

規模買付行為が行われた場合、これに応じるか否かは、 終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考

えております。もっとも、株主の皆様に適切な判断をしていただくためには、大規模買付者および当社取締役会等か

らの十分な情報提供と、株主の皆様が検討を行うに相当な期間が必要不可欠であります（本対応方針における「大規

模買付行為」および「大規模買付者」の定義等につきましては、後記「Ⅱ．１．大規模買付ルールの概要 ① 大規

模買付ルールの対象」をご参照ください。）。また、当社株式を売却せず継続的に保有するお考えの株主の皆様にと

りましても、大規模買付者が指向する、当社の顧客、取引先、地域社会および従業員等の利害関係者に対する方針を

含む経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であると考えます。 

 しかしながら、近年では株主の皆様への十分な情報提供もなく、あるいは取締役会からの意見・代替案の提示など

を行う期間もないまま、一方的に大量の株式の買付が行われる例が見受けられます。当社株式に対する大規模買付行

為が行われる場合、当社の経営戦略の遂行に大きな影響を与えかねませんので、当社取締役会はかかる大規模買付行

為の是非につき 終的判断を行う株主の皆様が適切な判断を行うために必要となる情報等を収集・提供し、また大規

模買付者の意図する買収後の当社の経営方針が当社株主共同の利益および当社の企業価値の向上に資するものか否か

を評価・検討する責務を負うと考えております。また、かかる評価・検討の結果、当該大規模買付行為が当社株主共

同の利益および当社の企業価値を害するものであると判断した場合には、買収提案の内容を改善すべく大規模買付者

と交渉すると共に、必要な場合は対抗措置を講ずる必要があると考えます。当社取締役会の提案する大規模買付ルー

ルは、当社に対する買収行為の一切を排除しようとするものではなく、あくまでも買収行為を行おうとする者が買収

条件等について十分な情報を株主の皆様に提供することを確保するとともに、当社取締役会と誠実かつ真摯に交渉す

る機会と時間を確保し、その結果、当社株主共同の利益および当社の企業価値の確保・向上の観点から、 適な結果

を導くものであると考えます。 

 当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って進められる

ことが当社株主共同の利益および当社の企業価値の確保・向上に資すると考え、以下の通り「大規模買付ルール」を

設定し、大規模買付者に対してその遵守を求めます。そして、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合に

は、当社取締役会は特別委員会の勧告に基づき対抗措置を取ることができるものとします。これは、大規模買付者に

対してその情報提供に関する合理的なルールを予め設定し大規模買付者にそのルールの遵守を求めることが、株主の

皆様がより適切な判断をするために必要な情報を確保するために必要であると考えられるからです。また、かかるル

ールを予め設定し透明性を図ることは、かかるルールを設定していない場合に比して、大規模買付者の予見可能性を

確保し、当社および当社株主の皆様の利益となるような大規模買付行為に対してまで萎縮的効果を及ぼすことを未然

に防止できるものと考えております。 



Ⅱ．不適切な支配の防止のための取組み 

１．大規模買付ルールの概要 

 大規模買付ルールとは、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、大規模買付行為が実行され

る前に、大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、それに基づき当社取締役会が一定期間、評

価・検討を行い、それらを踏まえて当社株主の皆様が適切な判断ができる状態となった後、初めて大規模買付行為を

開始することが認められる、というものです。大規模買付ルールの概要は下記の通りです。 

① 大規模買付ルールの対象 

 本対応方針においては、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を20％以上とすることを目的とする当社の

株券等（注3）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社の株券等

の買付行為を「大規模買付行為」とし、また当該買付を行う者を「大規模買付者」として、大規模買付ルールの遵守

を求めます（ただし、買付行為の前に当該買付につき当社取締役会の承認がある場合を除き、市場買付、公開買付等

の具体的な買付方法を問いません。）。 

（注1） 特定株主グループとは、当社の株券等（証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保

有者（同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）および

その共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者

を含みます。）または当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同法第27条の

2第1項に規定する買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別

関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。 

（注2） 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、①特定株主グループが当社の株券等（証

券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者およびその共同保有者である場合は、当該保有

者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有

者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとしま

す。）または②特定株主グループが当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の大規模買

付者およびその特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）である場合は、大規模買付者

および当該特別関係者の株券等保有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等保有割合をいいます。）の合計をい

います。各株券等保有割合の算出にあたっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）およ

び発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書および

自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

（注3）株券等とは、証券取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定される株券等をいいます。 

② 大規模買付ルール遵守誓約書の提出 

 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約書（以

下「大規模買付ルール遵守誓約書」といいます。）を提出していただきます。なお、大規模買付ルール遵守誓約書に

は、大規模買付者の名称、所在地、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要も

明示していただきます。 

③ 大規模買付情報の提供とその開示 

 当社はこの大規模買付ルール遵守誓約書を受領した後5営業日以内に、当社株主の皆様および取締役会が当該大規

模買付行為を評価・検討するために提供していただく情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリストを大規

模買付者に交付し、かかるリストに記載の情報を提供していただくこととします。なお、提供していただいた情報だ

けでは大規模買付情報として不足していると当社取締役会が判断した場合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的

に情報提供していただくことがあります。大規模買付情報の主要な項目は以下の通りです。 

・ 大規模買付者の概要 

・ 大規模買付行為の目的および内容 

・ 買付対価の算定根拠および買付資金の裏付けまたは調達先 

・ 大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針および事業計画 

・ 大規模買付行為完了後における当社の顧客取引先、地域社会および従業員等の利害関係者に対する方針等 

 なお、大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の

判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を株主の皆様に開示し

ます。 



④ 特別委員会への諮問 

 当社は、大規模買付ルールの遵守の有無にかかわらず、当社株主共同の利益および当社の企業価値を確保・向上す

る目的で対抗措置を取ると判断したときには、当社取締役会の判断の合理性、公正性を担保するために、取締役会か

ら独立した組織として、社外監査役または社外有識者3名で構成される特別委員会を設置します。 

 当社取締役会が対抗措置を取ると判断した場合は、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対

抗措置の発動の可否を諮問し、特別委員会は当社取締役会の諮問に基づき当社取締役会に対し対抗措置の発動の可否

について勧告を行います。特別委員会の判断が、当社株主共同の利益の確保および当社の企業価値の向上に照らし、

適切かつ効率的に行われるようにするため、特別委員会は当社の費用で独立した第三者（フィナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等）の助言を得ることができるものとします。当社取締役会は、対抗措

置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会の判断に原則として従います。但し、当社取締役会が、特別委員会

の判断の前提となる事実認識に重要な齟齬があり、または、特別委員会の判断の根拠が不合理であると判断した場合

は、当社取締役会は特別委員会に対し、一度に限り再考を促すことができるものとします。なお、この場合、株主の

皆様に対し、当社取締役会が、特別委員会の判断の前提となる事実認識に重要な齟齬があり、または、特別委員会の

判断の根拠が不合理であると判断した理由を開示いたします。 

 また、特別委員会は、上記③で大規模買付者から提供される情報が十分であるか、不足しているかを判断して取締

役会に指示を与えると共に、取締役会が必要に応じて諮問する事項につき取締役会に対し勧告を行います。大規模買

付者は、当社取締役会が特別委員会の勧告を受けて対抗措置を取るか否かに関する決議を行うまでは、大規模買付行

為に着手することができないこととします。 

⑤ 取締役会評価期間の設定等 

 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完了した日の翌日から起算し

て、60日（対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合）または90日（上記以外の大規模買

付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期

間」といいます。）として与えられるべきものと考えます（但し、当社取締役会が、特別委員会の勧告について特別

委員会に対し再考を促した場合は、それぞれ 大10日間延長できるものといたしますが、その場合、株主の皆様に対

し、延長した理由および延長する日数を開示いたします。なお、特別委員会は取締役会評価期間の期限の遅くとも７

日前までに、取締役会に対して勧告を行うこととします。）。従って、大規模買付行為が、取締役会評価期間の経過

前に行われた場合には、当社はそのことのみをもって対抗措置を取ることができるものとします。取締役会評価期間

中、当社取締役会は特別委員会、外部専門家等の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討

し、取締役会としての意見を慎重に取り纏め、株主の皆様に開示いたします。また、当社取締役会が必要と判断した

場合には、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様

へ代替案を提示することもあります。 

２．大規模買付ルールが遵守された場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったと

しても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得する

に留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は取りません。大規模買付者の買付提案に応じるか否か

は、 終的には、当社株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案

等をご考慮の上、ご判断していただくためです。 

 しかしながら、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が下記の①から⑥のいず

れかに該当し、当社株主共同の利益および当社の企業価値を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は、

当社株主共同の利益および当社の企業価値を守るために対抗措置として、新株予約権を発行することがあります。 

当社取締役会は、必要に応じて大規模買付者と協議・交渉を行い、対抗措置としての新株予約権の発行を決定した

後であっても、大規模買付者から大規模買付行為の根幹に関する事項の変更提案が行われるなど、判断の基礎となっ

た事項に重要な変更を加える旨の申し出があった場合には、対抗措置の発動により生じる株主の皆様の権利確定前で

あり、かつ株主共同の利益を損なわない場合に限り、新株予約権の発行の中止、発行済新株予約権の取得および消却

等、対抗措置の停止を行うことがあります。 

当該大規模買付行為が当社株主共同の利益および当社の企業価値を著しく損なうか否かの検討および判断について

は、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、原則として特別委員会の勧告に従います。但し、当

社取締役会が、特別委員会の判断の前提となる事実認識に重要な齟齬があり、または、特別委員会の判断の根拠が不

合理であると判断した場合は、当社取締役会は特別委員会に対し、一度に限り再考を促すことができるものとしま

す。取締役会は、特別委員会の勧告の概要およびその判断の理由等について適時に株主の皆様に情報開示を行いま

す。 



 以下の①から⑥のいずれかに該当する場合において、当該大規模買付行為が当社株主共同の利益および当社の企業

価値を著しく損なうと合理的に認められる場合、当該大規模買付行為に対して対抗措置を取ることができるものとし

ます。当該大規模買付行為が以下の①から⑥のいずれかに該当すると認められない場合は、当社は対抗措置を取りま

せん。特別委員会は、当該大規模買付行為が以下の①から⑥のいずれかに該当すると認められない場合は、対抗措置

としての新株予約権の発行が許容されない旨を取締役会に勧告します。 

① 経営参加の意思がないのに、株価を吊り上げて高値で株式を当社および当社関係者に引き取らせる目的で行われ

る買付（いわゆるグリーンメーラー） 

② 当社の経営を一時的に支配して、経営に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客などを

大規模買付者等に委譲させる（いわゆる焦土化経営）目的で行われる買付 

③ 経営支配後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で

行われる買付 

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない高額資産等（ノウハウ、知的財産を含む）を処

分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって株式

を高値で売り抜ける目的で行われる買付 

⑤ 上記①から④に定める以外に、大規模買付者が真摯に当社の合理的な経営を目指すものではなく、大規模買付者

による当社の支配権の取得が当社に回復しがたい損害をもたらす場合 

⑥ 強圧的二段階買収（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、ある

いは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう。）など株主に株券等の売却を事実上強要する恐れが

ある買収（但し、部分的公開買付であることをもって当然に本号に該当するものではない。） 

３．大規模買付ルールが遵守されなかった場合 

 大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を得た上

で、当社株主共同の利益および当社の企業価値を守るため、対抗措置として、新株予約権を発行することがありま

す。この対抗措置により、結果的にこの大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に、経済的損害を含む何らかの

不利益を発生させる可能性があります。因って大規模買付ルールは、これを無視して大規模買付行為を行うことのな

いように大規模買付者に対して予め注意を喚起するものでもあります。 

４．本対応方針の有効期間 

 当社の経営戦略の遂行に当たり中長期的な経営体制・対応を必要とすることから、本対応方針の有効期間は、平成

22年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。 

５．本対応方針の廃止および変更 

本対応方針の導入後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認

された場合、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。 

また、本対応方針の有効期間中であっても、当社取締役会は、本対応方針導入に関する当社株主総会の決議の趣旨

に反しない範囲で、特別委員会の承認を得た上、本対応方針を見直し、または変更する場合があります。 

６．本対応方針の株主・投資家に与える影響等 

（１） 本対応方針の導入時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

 本対応方針の導入時点においては、新株予約権の発行自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の権

利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

（２） 新株予約権の発行時に株主に与える影響 

 当社取締役会が新株予約権発行決議において別途設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株

式1株につき1個の割合で、新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所

定の行使価格相当の金銭の払い込みその他新株予約権の行使にかかる手続きを経なければ、他の株主の皆様による

新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります（但し、当社が新株予約権を当社株

式と引き換えに取得することができると定めた場合には、当社が取得の手続きを取れば、株主の皆様は、行使価格

相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することとなり、この

場合、こうした希釈化は生じません。）。 

なお、当社取締役会が新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、１株当た

りの株式の価値の希釈化は生じませんので、新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後に当社株式の価

値の希釈化が生じることを前提として売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を

被る可能性があります。 



（３） 新株予約権の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

①名義書換の手続き 

 当社取締役会において、新株予約権を発行することを決議した場合には、当社は、新株予約権の割当期日を公告い

たします。割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に新株予約権が割り当

てられますので、株主の皆様は速やかに株式の名義書換手続きを行っていただく必要があります。 

 その後、当社より、割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対

して、新株予約権無償割当の通知を行います。当該株主の皆様は、当該新株予約権無償割当の効力発生日において、

当然に新株予約権者となります。 

②新株予約権の行使の手続き 

 当社は、割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対して、上記

①における新株予約権無償割当の通知と併せて、本新株予約権の行使請求書（株主ご自身が大規模買付者でないこと

等の誓約文言を含む当社の所定の書式によるものとします。）その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いた

します。本新株予約権の発行後、株主の皆様においては、権利行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、新株

予約権1個当たり1円を払い込み取扱場所に払い込むことにより、1個の新株予約権につき、1株の当社普通株式が発行

されることになります。 

 但し、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得することができると定めた場合には、当社が手続きを取れ

ば、当社取締役会が取得の対象として決定した新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価格相当の金額を払い込む

ことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式を受領することになります（なお、この場合、

かかる株主の皆様には、別途ご自身が大規模買付者でないこと等を誓約する当社の所定の書式による書面をご提出い

ただくことがあります。）。 

Ⅲ．不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断 

（１） 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 

（２） 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

 本対応方針は、上述の通り、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為が適切なもの

であるか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉を行うことな

どを可能とすることで、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるもの

です。 

（３） 株主意思を重視するものであること 

 当社は、本年6月28日開催の当社定時株主総会において本対応方針の導入につき、株主の皆様のご承認をいただき

ました。 

加えて、本対応方針の有効期限は平成22年の当社定時株主総会終結の時と設定されておりますが、その時点までに

当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されること

になり、株主の皆様の意向が反映されるものとなっています。 

（４） 独立性の高い社外者の判断を重視していること 

 当社は、本対応方針の導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本対応方針の運用に

際しての実質的な判断を客観的に行う機関として特別委員会を設置します。 

 本対応方針の導入に際し、特別委員会は、社外監査役または社外有識者から構成いたします。 

 実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、特別委員会が、特別委員会規則に従い当該買付が当社の

企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等を判断し、当社取締役会はその判断に原則として従うこととします。

但し、当社取締役会が、特別委員会の判断の前提となる事実認識に重要な齟齬があり、または、特別委員会の判断の

根拠が不合理であると判断した場合は、当社取締役会は特別委員会に対し、一度に限り再考を促すことができるもの

とします。 

 このように、特別委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、その勧告の概要および判断

の理由等については適時に株主の皆様に情報開示することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する

範囲で本対応方針の運用が行われる仕組みが確保されております。 

（５） 合理的な客観的要件を設定していること 

 本対応方針においては、上述の通り、大規模買付行為に対する対抗措置は合理的かつ詳細な客観的要件が充足され

なければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保して

いるものといえます。 



（６） 第三者専門家の意見を取得することができること 

 大規模買付者が出現すると、特別委員会は、必要に応じて、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・

アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるも

のとされています。これにより、特別委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっていま

す。 

（７） デッドハンド型の買収防衛策ではないこと 

 上述の通り、本対応方針は、当社株主総会で廃止することができるものとされており、従って、本対応方針は、い

わゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛

策）ではありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 (1)技術導出契約等 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約等はありません。  

  

(2)販売契約等 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当企業集団は、人々の健康と豊かな生活創りに貢献することを基本理念として、国際的視野に基づく研究開発を志

向し、ターゲットを絞った国際的新薬の創製、高品質の機能食品素材の開発に努めております。 

 当中間連結会計期間における研究開発費は36億8千5百万円で、対売上高比率13.2％であります。 

①医薬品事業 

 吸入ステロイド剤「NS-126」がアレルギー性鼻炎治療剤として承認申請中です。また、7月に販売提携したノーベ

ルファーマ株式会社開発の低用量ピル「IKH-01」も月経困難症治療剤として申請段階にあります。癌性疼痛治療剤

「NS-315 (一般名：塩酸トラマドール)」については第三相追加臨床試験を実施中です。アルコール依存症治療剤

「NS-11 (一般名：アカンプロセート)」は第二相試験を実施中です。ファーミオン社（米国）から導入した骨髄異形

成症候群治療剤 「NS-17 (一般名：アザシチジン)」と自社開発の肺高血圧症治療剤「NS-304」について第一相試験

を開始しました。 

 海外では、合成抗菌剤「プルリフロキサシン」について、韓国で導出先の柳韓洋行社が承認申請中です。また、米

国では導出先のオプティマー社により第三相試験が実施されています。イノバイブ社（米国）へ導出した慢性骨髄性

白血病治療剤「NS-187」については第一相試験を実施中です。また、「NS-304」については英国での第一相試験を終

了し、第二相試験を欧州で開始しました。 

 当中間連結会計期間における研究開発費は、35億7千2百万円であります。 

②機能食品事業 

 当社が中心となって、食品添加物及び健康食品素材の研究開発を行っております。 

 当中間連結会計期間における研究開発費は1億1千2百万円であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

   当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 200,000,000 

計 200,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月17日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 70,251,484 70,251,484 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 70,251,484 70,251,484 － － 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年4月1日～ 

平成19年9月30日  

  

－ 70,251,484 － 5,174 － 4,438 



(5）【大株主の状況】 

 （注） 1.上記所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社 3,491千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,024千株  

2.上記のほか、自己株式が2,586千株あります。  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の株式の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれておりません。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式の割合（％） 

明治安田生命保険相互会

社 
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 6,570 9.35 

日本トラステイ・サービ

ス信託銀行株式会社（信

託口） 

東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,491 4.97 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 3,374 4.80 

株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行 
東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 3,315 4.72 

株式会社京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 3,090 4.40 

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（信託

口） 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 2,024 2.88 

東京海上日動火災保険株

式会社 
東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 1,958 2.79 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 1,732 2.47 

パーシング デイヴイジ

ヨン オブ ドナルドソン

ラフキン アンド ジエン

レツト エスイーシー コ

ーポレイシヨン 

ONE PERSHING PLAZA JERSEY CITY NEW JERSEY USA 1,526 2.17 

日本新薬従業員持株会 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14 1,373 1.95 

計 － 28,455 40.51 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,586,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 66,539,000 66,538 － 

単元未満株式 普通株式  1,126,484 － 
１単元(1,000株)未満

の株式 

発行済株式総数 70,251,484 － － 

総株主の議決権 － 66,538 － 



②【自己株式等】 

  

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

日本新薬株式会社 
京都市南区吉祥院西

ノ庄門口町14番地 
2,586,000 － 2,586,000 3.68 

計 － 2,586,000 － 2,586,000 3.68 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 1,017 1,008 1,195 1,211 1,226 1,032 

低（円） 976 961 990 1,124 985 969 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金     11,320     8,371     10,893  

２ 受取手形及び売掛
金 

※５   25,522     27,066     28,194  

３ 有価証券     899     4,599     1,199  

４ 棚卸資産     8,803     9,762     8,770  

５ 繰延税金資産     1,410     1,449     1,558  

６ その他     1,048     1,259     1,233  

貸倒引当金     △0     △0     △0  

流動資産合計     49,004 47.7   52,509 50.7   51,849 49.4 

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産                    

(1) 建物及び構築物 ※1,2 9,607     9,310     9,667    

(2) 土地 ※２ 8,173     8,172     8,173    

(3) その他 ※1,2 3,400 21,181 20.6 3,580 21,063 20.4 3,084 20,925 20.0 

２ 無形固定資産     184 0.2   244 0.2   186 0.2 

３ 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券   24,294     22,105     24,130    

(2) 繰延税金資産   42     53     50    

(3) 投資不動産 ※１ 1,420     1,375     1,399    

(4) 長期前払費用   5,615     4,951     5,314    

(5) その他   1,103     1,285     1,145    

貸倒引当金   △39 32,435 31.5 △41 29,729 28.7 △128 31,912 30.4 

固定資産合計     53,801 52.3   51,037 49.3   53,023 50.6 

資産合計     102,806 100.0   103,546 100.0   104,872 100.0 

                     

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形及び買掛
金 

※５   3,747     4,116     4,050  

２ 短期借入金 ※２   50     30     30  

３ 一年内返済予定長
期借入金 

※２   1,204     1,192     1,203  

４ 未払金     3,439     3,678     3,429  

５ 未払法人税等     518     1,195     1,382  

６ 賞与引当金     2,299     2,301     2,356  

７ 返品調整引当金     8     13     10  

８ その他     1,548     1,485     1,667  

流動負債合計     12,816 12.5   14,014 13.5   14,129 13.4 

Ⅱ 固定負債                    

１ 長期借入金 ※２   1,825     632     1,224  

２ 繰延税金負債     3,520     2,922     3,627  

３ 退職給付引当金     9,730     9,033     9,363  

４ その他     269     300     314  

固定負債合計     15,345 14.9   12,889 12.5   14,530 13.9 

負債合計     28,162 27.4   26,903 26.0   28,659 27.3 

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     5,174 5.0   5,174 5.0   5,174 4.9 

２ 資本剰余金     4,440 4.3   4,440 4.3   4,440 4.2 

３ 利益剰余金     57,433 55.9   60,558 58.5   59,119 56.4 

４ 自己株式     △1,801 △1.7   △1,877 △1.8   △1,834 △1.7 

 株主資本合計     65,246 63.5   68,295 66.0   66,900 63.8 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券評
価差額金     9,260 9.0   8,194 7.9   9,168 8.7 

２ 繰延ヘッジ損益     0 0.0   1 0.0   0 0.0 

３ 為替換算調整勘定     △3 △0.0   3 0.0   0 0.0 

 評価・換算差額等合
計     9,257 9.0   8,200 7.9   9,169 8.7 

Ⅲ 少数株主持分     140 0.1   146 0.1   143 0.2 

 純資産合計     74,644 72.6   76,642 74.0   76,213 72.7 

負債純資産合計     102,806 100.0   103,546 100.0   104,872 100.0 



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     26,833 100.0   27,987 100.0   56,320 100.0 

Ⅱ 売上原価     12,103 45.1   12,806 45.8   25,115 44.6 

売上総利益     14,730 54.9   15,180 54.2   31,205 55.4 

返品調整引当金繰
入額     △3 △0.0   2 0.0   △1 △0.0 

差引売上総利益     14,733 54.9   15,177 54.2   31,206 55.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   13,191 49.2   12,426 44.4   25,985 46.1 

営業利益     1,541 5.7   2,751 9.8   5,220 9.3 

Ⅳ 営業外収益                    

１ 受取利息   56     88     132    

２ 受取配当金   114     127     203    

３ 賃貸料   142     150     284    

４ 為替差益   26     4     35    

５ 有価証券売却益   －     149     4    

６ 受取補償金   －     272     183    

７ その他   103 443 1.7 129 922 3.3 144 986 1.7 

Ⅴ 営業外費用                    

１ 支払利息   23     16     41    

２ 寄付金   78     76     161    

３ 有価証券評価・売
却損   0     9     0    

４ 棚卸資産処分損   92     97     369    

５ 固定資産処分損   39     27     67    

６ 賃貸物件費用   53     54     103    

７ その他   34 321 1.2 26 308 1.1 173 917 1.6 

経常利益     1,663 6.2   3,365 12.0   5,290 9.4 

税金等調整前中間
(当期)純利益     1,663 6.2   3,365 12.0   5,290 9.4 

法人税、住民税及
び事業税   452     1,092     1,969    

法人税等調整額   398 851 3.2 424 1,516 5.4 413 2,382 4.3 

少数株主利益     5 0.0   3 0.0   8 0.0 

中間（当期）純利
益     806 3.0   1,845 6.6   2,899 5.1 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)               （単位 百万円） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 5,174 4,440 57,027 △1,377 65,264 

中間連結会計期間中の変動額          

利益処分による剰余金の配当     △340   △340 

利益処分による役員賞与     △60   △60 

中間純利益     806   806 

自己株式の取得       △424 △424 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 － 0 405 △424 △18 

平成18年９月30日 残高 5,174 4,440 57,433 △1,801 65,246 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 10,148 － △0 10,147 136 75,548 

中間連結会計期間中の変動額            

利益処分による剰余金の配当           △340 

利益処分による役員賞与           △60 

中間純利益           806 

自己株式の取得           △424 

自己株式の処分           0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△887 0 △2 △889 4 △885 

中間連結会計期間中の変動額合計 △887 0 △2 △889 4 △904 

平成18年９月30日 残高 9,260 0 △3 9,257 140 74,644 



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)               （単位 百万円） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 5,174 4,440 59,119 △1,834 66,900 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △406   △406 

中間純利益     1,845   1,845 

自己株式の取得       △44 △44 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 － 0 1,439 △43 1,395 

平成19年９月30日 残高 5,174 4,440 60,558 △1,877 68,295 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日 残高 9,168 0 0 9,169 143 76,213 

中間連結会計期間中の変動額            

剰余金の配当           △406 

中間純利益           1,845 

自己株式の取得           △44 

自己株式の処分           0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△973 0 3 △969 2 △966 

中間連結会計期間中の変動額合計 △973 0 3 △969 2 429 

平成19年９月30日 残高 8,194 1 3 8,200 146 76,642 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)    （単位 百万円） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 5,174 4,440 57,027 △1,377 65,264 

連結会計年度中の変動額          

利益処分による剰余金の配当     △340   △340 

剰余金の配当     △406   △406 

利益処分による役員賞与     △60   △60 

当期純利益     2,899   2,899 

自己株式の取得       △457 △457 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 － 0 2,092 △457 1,635 

平成19年３月31日 残高 5,174 4,440 59,119 △1,834 66,900 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 10,148 － △0 10,147 136 75,548 

連結会計年度中の変動額            

利益処分による剰余金の配当           △340 

剰余金の配当           △406 

利益処分による役員賞与            △60 

当期純利益           2,899 

自己株式の取得           △457 

自己株式の処分           0 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△979 0 0 △977 7 △970 

連結会計年度中の変動額合計 △979 0 0 △977 7 664 

平成19年３月31日 残高 9,168 0 0 9,169 143 76,213 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円) 

金額 
（百万円) 

金額 
（百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

       

１ 税金等調整前中間（当
期）純利益 

  1,663 3,365 5,290 

２ 減価償却費   1,306 1,314 2,750 

３ 退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

  △249 △330 △615 

４ その他引当金の増減額
（減少：△） 

  － △139 191 

５ 受取利息及び受取配当
金 

  △170 △215 △335 

６ 支払利息   23 16 41 

７ 有価証券売却益   － △149 △4 

８ 売上債権の増減額（増
加：△） 

  △676 1,127 △3,347 

９ 棚卸資産の増減額（増
加：△） 

  408 △992 441 

10 その他流動資産の増減
額（増加：△） 

  328 △26 83 

11 仕入債務の増減額（減
少：△） 

  △329 66 △27 

12 未払消費税等の増減額
（減少：△） 

  △59 △138 65 

13 その他流動負債の増減
額（減少：△） 

  294 △185 380 

14 その他   7 38 △11 

小計   2,546 3,751 4,902 

15 利息及び配当金の受取
額 

  170 215 335 

16 利息の支払額   △23 △16 △41 

17 法人税等の支払額   △340 △1,275 △995 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  2,353 2,674 4,200 

 



   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円) 

金額 
（百万円) 

金額 
（百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

       

１ 定期預金の預入による
支出 

  △40 △40 △140 

２ 定期預金の払戻による
収入 

  100 40 180 

３ 有価証券の償還による
収入 

  300 200 500 

４ 投資有価証券の取得に
よる支出 

  △104 △1,111 △1,610 

５ 投資有価証券の償還・
売却による収入 

  501 1,178 1,519 

６ 有形固定資産の取得に
よる支出 

  △653 △701 △1,409 

７ 無形固定資産の取得に
よる支出 

  △20 △90 △53 

８ 貸付けによる支出   △7 △35 △7 

９ 貸付金の回収による収
入 

  66 120 98 

10 その他投資への支出   △3,150 △210 △3,346 

11 その他   10 － 10 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △2,998 △649 △4,259 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

       

１ 短期借入金の増減額
（減少：△） 

  20 － － 

２ 長期借入金の返済によ
る支出 

  △640 △602 △1,243 

３ 親会社による配当金の
支払額 

  △340 △406 △747 

４ 自己株式の取得による
支出 

  △424 △44 △457 

５ その他   △0 0 0 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △1,386 △1,052 △2,448 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  38 5 66 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額（減少：△） 

  △1,993 977 △2,440 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  13,753 11,312 13,753 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

※１ 11,760 12,290 11,312 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数   ４社 

 連結子会社は、 

 シオエ製薬㈱ 

 タジマ食品工業㈱ 

 NS Pharma,Inc. 

 ラプラスファルマ㈱ 

であります。 

上記の内、ラプラスファルマ

㈱については、当中間連結会

計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めて

おります。 

(イ)連結子会社の数   ４社 

 連結子会社は、 

 シオエ製薬㈱ 

 タジマ食品工業㈱ 

 NS Pharma,Inc. 

 ラプラスファルマ㈱ 

であります。 

(イ)連結子会社の数   ４社 

連結子会社は、 

 シオエ製薬㈱ 

 タジマ食品工業㈱ 

 NS Pharma,Inc. 

 ラプラスファルマ㈱ 

であります。 

上記の内、ラプラスファルマ

㈱については、当連結会計年

度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めており

ます。 

  (ロ)非連結子会社名 

ローヤル㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社１社（ローヤ

ル㈱）は小規模会社であり、

総資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲から除

いております。 

(ロ)非連結子会社名 

同左 

(ロ)非連結子会社名 

ローヤル㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社１社（ローヤ

ル㈱）は小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除いて

おります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ)持分法の適用の会社数 

 該当ありません。 

(イ)持分法の適用の会社数 

同左 

(イ)持分法の適用の会社数 

同左 

  (ロ)持分法を適用していない非連

結子会社１社（ローヤル㈱）

は、中間連結純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いて

も中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、

持分法の適用から除外してお

ります。 

(ロ)       同左 (ロ)持分法を適用していない非連

結子会社１社（ローヤル㈱）

は、当連結純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち 

NS Pharma,Inc.の中間決算日

は、６月30日であります。中

間連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調

整を行っております。 

同左 連結子会社のうち 

NS Pharma,Inc.の決算日は、

12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連

結上必要な調整を行っており

ます。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

…償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算出してお

ります） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算出しておりま

す） 

  時価のないもの 

…主として移動平均法に

よる原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

…時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  ③ 棚卸資産 

 主として総平均法による原

価法 

③ 棚卸資産 

同左 

③ 棚卸資産 

同左 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産及び投資不動

産 

 主として定率法 

 ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物については、定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物15年～50年 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産及び投資不動

産 

主として定率法 

 ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物について

は、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物15年～50年 

（会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ18百万円減少して

おります。 

 （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ70百万円減少して

おります。 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産及び投資不動

産 

主として定率法 

 ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物については、

定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物15年～50年 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ② 無形固定資産 

 定額法 

 ただし、ソフトウェア

（自社利用分）について

は、社内における利用可能

期間（主として５年）に基

づいております。 

③ 長期前払費用 

 所定の期間にわたり、均

等償却しております。 

② 無形固定資産 

同左 

  

 

 

 

  

③ 長期前払費用 

同左 

  

② 無形固定資産 

同左 

  

 

 

 

  

③ 長期前払費用 

同左 

  (ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備

えて、支給見込額を計上して

おります。 

② 賞与引当金 

  同左 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 返品調整引当金 

 当中間連結会計期間の売上

にかかる返品に備えるため、

予測返品高に対する売買利益

相当額を計上しております。 

③ 返品調整引当金 

同左 

③ 返品調整引当金 

 当連結会計年度の売上にか

かる返品に備えるため、予測

返品高に対する売買利益相当

額を計上しております。 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法によ

り、発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法によ

り、費用処理することとして

おります。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法によ

り、発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法によ

り、費用処理することとして

おります。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

従来、役員の退職慰労金支

給に備えるため、会社内規に基

づく中間連結会計期間末要支給

額を計上しておりましたが、前

連結会計年度において役員退職

慰労金制度を廃止しておりま

す。なお、廃止時の要支給額を

取締役ならびに監査役の退任時

に支給する事としており、その

当中間連結会計期間末支給総額

93百万円は固定負債の「その

他」に計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 ─────── 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 ─────── 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (ニ)重要な外貨建資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 なお、為替予約等の振当処理

の対象となっている外貨建金銭

債権債務については、当該為替

予約等の円貨額に換算しており

ます。 

また、在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 

(ニ)重要な外貨建資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

同左 

(ニ)重要な外貨建資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

 なお、為替予約等の振当処理

の対象となっている外貨建金銭

債権債務については、当該為替

予約等の円貨額に換算しており

ます。 

 また、在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて

計上しております。 

  (ホ)重要なリース取引の処理方法 

 当社及び国内子会社はリース

物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によってお

ります。なお、在外子会社で

は、通常の売買処理に準じた会

計処理によっております。 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (へ)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、為替予約につ

いては、振当処理を行ってお

ります。 

(へ)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(へ)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段、ヘッジ対象 

ヘッジ手段 

…為替先物買予約 

ヘッジ対象 

…外貨建債務及び外貨建予

定取引 

② ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建債務に係る為替変動

リスクを回避する目的で、為

替先物予約を利用しておりま

す。なお、投機目的によるデ

リバティブ取引は行わない方

針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。なお、「仮払消費税等」

と「仮受消費税等」は相殺の

うえ、208百万円を流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

(ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。なお、「仮払消費税等」

と「仮受消費税等」は相殺の

うえ、195百万円を流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

(ト)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヵ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

投資からなります。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は74,503百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

います。 

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は76,068百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しています。  

 （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益は、それぞれ38百万円

減少しており、当該未払債務は中間連結貸

借対照表の流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

 ─────── （役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ90百万円

減少しており、当該未払債務は連結貸借対

照表の流動負債の「その他」に含めて表示

しております。  



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

１．「長期前払費用」は前中間連結会計期間末は、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記しております。なお、前中間

連結会計期間末の「長期前払費用」の金額は3,050百万

円であります。  

２．前中間連結会計期間末において、「連結調整勘定」と

して掲載されていたものは、当中間連結会計期間末にお

いて、「負ののれん」と表示するべきですが、金額的重

要性が乏しくなったため、固定負債の「その他」に含め

て表示しております。当中間連結会計期間末の「負のの

れん」は２百万円であります。 

 （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲載されていたものは、当中間連結会計期間

において、「負ののれん償却額」と表示するべきです

が、金額的重要性が乏しくなったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。当中間連結会計

期間の「負ののれん償却額」は441千円であります。 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「その他投資へ

の支出」は、前中間連結会計期間まで「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の「そ

の他」に含まれている「その他投資への支出」は241百

万円であります。 

２. 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、前中間連結会計期間まで「その他」

に含めて表示してしておりましたが、金額的重要性が増

したため区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間の「その他」に含まれている「自己株式の取得によ

る支出」は18百万円であります。 

３. 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「連結調整勘定償却額」として掲載され

ていたものは、当中間連結会計期間において、「負のの

れん償却額」と表示するべきですが、金額的重要性が乏

しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。当中間連結会計

期間の「負ののれん償却額」は441千円であります。 

（中間連結貸借対照表） 

 従来「現金及び預金」に含めていました譲渡性預金

は、「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員

会報告第14号 終改正 平成19年7月4日)、「『中間連

結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則』の

取扱いに関する留意事項について」( 終改正 平成19年

10月2日)及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」(会計制

度委員会  終改正 平成19年11月6日)が改正されたこと

に伴い、当中間連結会計期間より「有価証券」に含めて

掲記しております。なお、譲渡性預金の残高は、前中間

連結会計期間末は2,500百万円、当中間連結会計期間末

は3,500百万円、前連結会計年度末は2,500百万円であり

ます。 

 （中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、当

中間連結会計期間において営業外収益の100分の10を超

えたため区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間の「受取補償金」の金額は22百万円であります。  

２．前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「有価証券売却益」

は、当中間連結会計期間において営業外収益の100分の

10を超えたため区分掲記しております。なお、前中間連

結会計期間の「有価証券売却益」の金額は270千円であ

ります。  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他引当金

の増減額」は、前中間連結会計期間まで「その他」に含

めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の

「その他」に含まれている「その他引当金の増減額」は

増加44百万円であります。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「有価証券売却

益」は、前中間連結会計期間まで「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。なお、前中間連結会計期間の「その

他」に含まれている「有価証券売却益」は△270千円で

あります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       32,912百万円 

   投資不動産の減価償却累計額 

             270百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        34,082百万円 

   投資不動産の減価償却累計額 

             283百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         33,458百万円 

投資不動産の減価償却累計額 

       291百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 3,676百万円

土地  232百万円

有形固定資産の

その他 
 1,666百万円

計 5,575百万円

建物及び構築物  3,459百万円

土地 234百万円

有形固定資産の

その他 
 1,808百万円

計 5,501百万円

建物及び構築物 3,598百万円

土地 232百万円

有形固定資産の

その他 
1,506百万円

計 5,337百万円

 上記のうち財団抵当に供して

いる資産 

 上記のうち財団抵当に供して

いる資産 

 上記のうち財団抵当に供して

いる資産 

建物及び構築物、土地、有形

固定資産のその他 
  5,164百万円

建物及び構築物、土地、有形

固定資産のその他 
  5,115百万円

建物及び構築物、土地、有形

固定資産のその他 
  4,939百万円

 担保付債務は、次のとおりで

あります。 

 担保付債務は、次のとおりで

あります。 

 担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 50百万円

一年内返済予定長期借入金 
  1,046百万円

長期借入金 1,605百万円

短期借入金 30百万円

一年内返済予定長期借入金 
  1,037百万円

長期借入金 568百万円

短期借入金     30百万円

一年内返済予定長期借入金 
  1,045百万円

長期借入金 1,083百万円

 上記のうち財団抵当に対応す

る債務 

 上記のうち財団抵当に対応す

る債務 

 上記のうち財団抵当に対応す

る債務 

短期借入金 50百万円

一年内返済予定長期借入金 
  992百万円

長期借入金 1,464百万円

短期借入金 30百万円

一年内返済予定長期借入金 
  982百万円

長期借入金 482百万円

短期借入金 30百万円

一年内返済予定長期借入金 
   990百万円

長期借入金  970百万円

 ３ 保証債務 

 ㈱京都環境保全公社の借入金

に対し、679百万円の連帯保証

（当社の他６社）を行っており

ます。なお、７社の合議で負担

割合を均等とする協約を結んで

おります。 

 ３ 保証債務 

 ㈱京都環境保全公社の借入金

に対し、574百万円の連帯保証

（当社の他６社）を行っており

ます。なお、７社の合議で負担

割合を均等とする協約を結んで

おります。 

 ３ 保証債務 

 同左 

 ４ 輸出手形割引高 15百万円  ４ 輸出手形割引高 39百万円  ４ 輸出手形割引高 58百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

 受取手形 

 支払手形 

45百万円 

12百万円 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

 受取手形 

 支払手形 

44百万円 

7百万円 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

 なお、当連結会計年度の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期

手形が連結会計年度末残高に含

まれております。  

 受取手形 

 支払手形 

52百万円 

8百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加426千株の内、400千株は取締役会決議による自己株式の買付けによる増加で

あり、26千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

給料及び手当 4,288百万円

退職給付引当金

繰入額 
468百万円

研究開発費の 

総額 
4,393百万円

給料及び手当 4,287百万円

退職給付引当金

繰入額 
442百万円

研究開発費の 

総額 
3,685百万円

給料及び手当 8,607百万円

退職給付引当金

繰入額 
938百万円

研究開発費の 

総額 
 8,200百万円

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 70,251 － － 70,251 

合計 70,251 － － 70,251 

自己株式        

普通株式（注） 2,088 426 0 2,514 

合計 2,088 426 0 2,514 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 340 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 

取締役会 
普通株式 406  利益剰余金 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加39千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 70,251 － － 70,251 

合計 70,251 － － 70,251 

自己株式        

普通株式（注） 2,547 39 0 2,586 

合計 2,547 39 0 2,586 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 406 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式 473  利益剰余金 7 平成19年９月30日 平成19年12月10日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加459千株の内、400千株は取締役会決議による自己株式の買付けによる増加で

あり、59千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末株
式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 70,251 － － 70,251 

合計 70,251 － － 70,251 

自己株式        

普通株式（注） 2,088 459 1 2,547 

合計 2,088 459 1 2,547 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 340 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月13日 

取締役会 
普通株式 406 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 406  利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘

定 
11,320百万円

有価証券 499百万円

預入期間が３カ

月を超える定期

預金 

△60百万円

現金及び現金同

等物中間期末残

高 

11,760百万円

   

現金及び預金勘

定 
 8,371百万円

有価証券 3,999百万円

預入期間が３カ

月を超える定期

預金 

△80百万円

現金及び現金同

等物中間期末残

高 

 12,290百万円

   

現金及び預金勘

定 
10,893百万円

有価証券  499百万円

預入期間が３カ

月を超える定期

預金 

△80百万円

現金及び現金同

等物期末残高 
11,312百万円

   



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間連結会計期間末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間連結会計期間末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

連結会計年度末残高相当額 

 
有形固定資
産のその他 
（百万円） 

取得価額相当額 68 

減価償却累計額相当
額 

53 

中間連結会計期間末
残高相当額 

14 

 
有形固定資
産のその他 
（百万円） 

取得価額相当額 30 

減価償却累計額相当
額 

23 

中間連結会計期間末
残高相当額 

7 

 
有形固定資
産のその他 
（百万円） 

取得価額相当額 64 

減価償却累計額相当
額 

53 

連結会計年度末残高
相当額 

11 

（注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間連結会計期間末残

高が有形固定資産の中間連結

会計期間末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）     同左 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料連結会計年度末残高が

有形固定資産の連結会計年度

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定しております。 

② 未経過リース料中間連結会計

期間末残高相当額 

② 未経過リース料中間連結会計

期間末残高相当額 

② 未経過リース料連結会計年度

末残高相当額 

一年内 7百万円

一年超 7百万円

合計 14百万円

一年内 3百万円

一年超 3百万円

合計 7百万円

一年内 6百万円

一年超 4百万円

合計 11百万円

（注）未経過リース料中間連結会計

期間末残高相当額は、未経過

リース料中間連結会計期間末

残高が有形固定資産の中間連

結会計期間末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込

み法により算定しておりま

す。 

（注）     同左 （注）未経過リース料連結会計年度

末残高相当額は、未経過リー

ス料連結会計年度末残高が有

形固定資産の連結会計年度末

残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

③ 当中間連結会計期間の支払リ

ース料及び減価償却費相当額 

③ 当中間連結会計期間の支払リ

ース料及び減価償却費相当額 

③ 当連結会計年度の支払リース

料及び減価償却費相当額 

(1)支払リース料 5百万円

(2)減価償却費相当額 

  5百万円

(1)支払リース料 3百万円

(2)減価償却費相当額 

  3百万円

(1)支払リース料 9百万円

(2)減価償却費相当額 

  9百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（注） 当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ40％以上下落した場合には

全て減損処理を行っております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

一年内   9百万円

一年超 －百万円

合計   9百万円

────── 

   

   

一年内 4百万円

一年超 －百万円

合計 4百万円

種類 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 99 98 △1 

(2)社債 3,199 3,184 △15 

(3)その他 99 99 △0 

合計 3,399 3,382 △16 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 5,322 21,028 15,705 

(2)債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 99 97 △1 

投資信託  299 291 △8 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 5,722 21,417 15,695 

その他有価証券  

非上場株式 376百万円 



当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（注） 当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ40％以上下落した場合には

全て減損処理を行っております。 

種類 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 99 99 △0 

(2)社債 2,799 2,774 △25 

(3)その他 3,599 3,599 △0 

合計 6,499 6,473 △25 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 5,896 19,442 13,545 

(2)債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 99 98 △1 

投資信託  299 297 △2 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 6,296 19,838 13,541 

その他有価証券  

非上場株式 367百万円 



前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

 （注） 当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ40％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

当企業集団の行うデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

当企業集団の行うデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

当企業集団の行うデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

種類 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1)国債・地方債等 99 98 △0 

(2)社債 2,999 2,988 △10 

(3)その他 99 99 △0 

合計 3,199 3,187 △11 

種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 5,823 21,370 15,546 

(2)債券      

国債・地方債等 － － － 

社債 99 98 △1 

投資信託  299 294 △4 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 6,223 21,763 15,539 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 367百万円 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して区分しております。 

２．事業区分に属する主要な製品 

 
医薬品 

（百万円） 
機能食品 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高          

(1)外部顧客に対する売上高 21,790 5,042 26,833 － 26,833 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1 － 1 (1) － 

計 21,792 5,042 26,834 (1) 26,833 

営業費用 20,322 4,970 25,293 (1) 25,292 

営業利益 1,469 71 1,541 － 1,541 

 
医薬品 

（百万円） 
機能食品 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高          

(1)外部顧客に対する売上高 22,835 5,151 27,987 － 27,987 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1 － 1 (1) － 

計 22,837 5,151 27,988 (1) 27,987 

営業費用 20,077 5,160 25,237 (1) 25,235 

営業利益又は営業損失（△） 2,759 △8 2,751 － 2,751 

 
医薬品 

（百万円） 
機能食品 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高          

(1)外部顧客に対する売上高 46,541 9,778 56,320 － 56,320 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2 － 2 (2) － 

計 46,544 9,778 56,323 (2) 56,320 

営業費用 41,247 9,855 51,102 (2) 51,100 

営業利益又は営業損失（△） 5,297 △76 5,220 － 5,220 

事業区分 主要製品名 

医薬品事業 
泌尿器官用薬剤、炎症・アレルギー用薬剤、血液がん用薬剤、循環器系及び

代謝性薬剤、消化器官用薬剤 

機能食品事業 
調味・香辛料、健康食品素材、品質安定保存剤、たん白製剤、 

除菌・洗浄剤、小麦製品 



【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計額に

占める本邦の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高の10％未

満のため、その記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

(注)１．潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額  1,099円90銭

１株当たり中間純利益

金額 
11円86銭

１株当たり純資産額  1,130円52銭

１株当たり中間純利益

金額 
27円26銭

１株当たり純資産額 1,123円56銭

１株当たり当期純利益

金額 
42円73銭

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額      

中間（当期）純利益（百万円） 806 1,845 2,899 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
806 1,845 2,899 

期中平均株式数（千株） 68,015 67,682 67,865 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金   10,670     7,524     10,281    

２ 受取手形 ※５  329     314     343    

３ 売掛金    25,151     26,755     27,804    

４ 有価証券   899     4,599     1,199    

５ 棚卸資産   8,241     9,266     8,276    

６ 繰延税金資産   1,370     1,410     1,516    

７ その他   1,010     1,261     1,197    

流動資産合計     47,674 47.6   51,132 50.7   50,620 49.4 

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産                    

(1) 建物 ※１,２ 8,413     8,124     8,427    

(2) 土地 ※２ 8,028     8,028     8,028    

(3) その他 ※１,２ 3,442     3,583     3,205    

        計   19,884     19,735     19,661    

２ 無形固定資産   170     230     175    

３ 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券   24,290     22,101     24,127    

(2) 投資不動産 ※１  1,420     1,375     1,399    

(3) 長期前払費用   5,614     4,951     5,313    

(4) その他   1,236     1,418     1,278    

貸倒引当金   △39     △40     △127    

    計    32,523     29,806     31,991    

固定資産合計     52,578 52.4   49,772 49.3   51,828 50.6 

資産合計     100,252 100.0   100,905 100.0   102,449 100.0 

                     

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形   69     211     138    

２ 買掛金    3,882     4,178     4,357    

３ 一年内返済予定長
期借入金 

※２ 1,112     1,112     1,112    

４ 未払金   3,321     3,469     3,309    

５ 未払法人税等   508     1,152     1,325    

６ 賞与引当金   2,250     2,250     2,300    

７ 返品調整引当金   8     13     10    

８ その他   1,524     1,450     1,596    

流動負債合計     12,676 12.6   13,838 13.7   14,149 13.8 

Ⅱ 固定負債                    

１ 長期借入金 ※２ 1,658     546     1,102    

２ 繰延税金負債   3,514     2,922     3,625    

３ 退職給付引当金   9,607     8,900     9,238    

４ その他   260     293     304    

固定負債合計     15,040 15.0   12,662 12.6   14,270 13.9 

負債合計     27,717 27.6   26,500 26.3   28,419 27.7 

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     5,174 5.2   5,174 5.1   5,174 5.1 

２ 資本剰余金                    

 (1) 資本準備金   4,438     4,438     4,438    

 (2) その他資本剰余
金 

  1     2     1    

  資本剰余金合計     4,440 4.4   4,440 4.4   4,440 4.3 

３ 利益剰余金                    

 (1) 利益準備金   1,293     1,293     1,293    

  (2) その他利益剰余
金 

                   

    配当準備積立金   800     800     800    

     特別償却積立金   129     86     101    

     固定資産圧縮積
立金 

  1,800     1,926     1,932    

      固定資産圧縮特
別勘定積立金   

  137     －     －    

     別途積立金   49,470     51,470     49,470    

     繰越利益剰余金   1,830     2,894     3,481    

  利益剰余金合計     55,461 55.3   58,471 58.0   57,079 55.7 

４ 自己株式     △1,801 △1.8   △1,877 △1.9   △1,834 △1.8 

    株主資本合計     63,275 63.1   66,208 65.6   64,860 63.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券評
価差額金 

    9,260 9.3   8,194 8.1   9,168 9.0 

２ 繰延ヘッジ損益     0 0.0   1 0.0   0 0.0 

    評価・換算差額等
合計 

    9,260 9.3   8,196 8.1   9,169 9.0 

   純資産合計     72,535 72.4   74,404 73.7   74,029 72.3 

   負債純資産合計     100,252 100.0   100,905 100.0   102,449 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     26,763 100.0   27,903 100.0   56,169 100.0 

Ⅱ 売上原価     12,145 45.4   12,828 46.0   25,215 44.9 

売上総利益     14,618 54.6   15,075 54.0   30,954 55.1 

返品調整引当金戻
入額 

    11 0.0   10 0.0   11 0.0 

返品調整引当金繰
入額  

    8 0.0   13 0.0   10 0.0 

差引売上総利益     14,621 54.6   15,072 54.0   30,955 55.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    13,202 49.3   12,417 44.5   26,010 46.3 

営業利益     1,419 5.3   2,655 9.5   4,944 8.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１    460 1.7   918 3.3   1,030 1.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２    299 1.1   298 1.1   892 1.6 

経常利益     1,579 5.9   3,274 11.7   5,082 9.0 

税引前中間（当
期）純利益 

    1,579 5.9   3,274 11.7   5,082 9.0 

法人税、住民税及
び事業税 

  440     1,050     1,890    

法人税等調整額   379 819 3.1 426 1,476 5.3 408 2,298 4.0 

中間（当期）純利
益 

    760 2.8   1,797 6.4   2,784 5.0 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                               （単位 百万円） 

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  *1は当中間会計期間末における積立金の取崩し額であります。 

  *2は当中間会計期間末における積立金の取崩し額を含んでおります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 
利益剰余金 

利益
準備金 

       その他利益剰余金 

資本 
準備金 

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 

配当準備
積立金 

特別償却 
積立金 

固定資産 
圧縮積立金 

固定資産圧縮
特別勘定 
積立金 

平成18年３月31日 残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 133 1,817 － 

中間会計期間中の変動額                  

特別償却積立金の積立て（注）              24     

特別償却積立金の取崩し *1              △28     

固定資産圧縮積立金の取崩し（注) 
                        *2                △17   

固定資産圧縮特別勘定積立金の 
積立て          （注）                  137 

別途積立金の積立て  （注）                   

剰余金の配当     （注）                   

役員賞与        （注）                    

中間純利益                   

自己株式の取得                   

自己株式の処分     0 0           

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
                  

中間会計期間中の変動額合計 － － 0 0 － － △4 △17 137 

平成18年９月30日 残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 129 1,800 137 

 
 株主資本 評価・換算差額等 

 純資産 

合計 

利益剰余金  

 自己株式
株主資本

合計 

その他有価 

証券評価 

差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

  その他利益剰余金  
利益剰余金

合計   別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金  

平成18年３月31日 残高 48,770 2,282 55,097 △1,377 63,334 10,148 － 10,148 73,482 

中間会計期間中の変動額                  

特別償却積立金の積立て (注)   △24 －   －       － 

特別償却積立金の取崩し *1   28 －   －       － 

固定資産圧縮積立金の取崩し (注) 
              *2   17 －   －       － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の 
積立て         （注）   △137 －   －       － 

別途積立金の積立て   (注) 700 △700 －   －       － 

剰余金の配当      (注)   △340 △340   △340       △340 

役員賞与         (注)   △54 △54   △54       △54 

中間純利益   760 760   760       760 

自己株式の取得       △424 △424       △424 

自己株式の処分       0 0       0 

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
          △887 0 △887 △887 

中間会計期間中の変動額合計 700 △451 364 △424 △59 △887 0 △887 △946 

平成18年９月30日 残高 49,470 1,830 55,461 △1,801 63,275 9,260 0 9,260 72,535 



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）                               （単位 百万円） 

  

   

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

利益剰余金 

利益
準備金 

       その他利益剰余金 

資本 
準備金 

その他
資本剰余金 

資本剰余金
合計 

配当準備 
積立金 

特別償却 
積立金 

固定資産
圧縮積立金 

平成19年３月31日 残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 101 1,932 

中間会計期間中の変動額                

特別償却積立金の取崩し              △15   

固定資産圧縮積立金の取崩し                △6 

別途積立金の積立て                    

剰余金の配当                       

中間純利益                 

自己株式の取得                 

自己株式の処分     0 0         

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
                

中間会計期間中の変動額合計 － － 0 0 － － △15 △6 

平成19年９月30日 残高 5,174 4,438 2 4,440 1,293 800 86 1,926 

 
 株主資本 評価・換算差額等 

 純資産 

合計 

利益剰余金  

 自己株式
株主資本

合計 

その他有価 

証券評価 

差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

  その他利益剰余金  
利益剰余金

合計   別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金  

平成19年３月31日 残高 49,470 3,481 57,079 △1,834 64,860 9,168 0 9,169 74,029 

中間会計期間中の変動額                  

特別償却積立金の取崩し    15 －   －       － 

固定資産圧縮積立金の取崩し     6 －   －       － 

別途積立金の積立て    2,000 △2,000 －   －       － 

剰余金の配当         △406 △406   △406       △406 

中間純利益   1,797 1,797   1,797       1,797 

自己株式の取得       △44 △44       △44 

自己株式の処分       0 0       0 

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
          △973 0 △972 △972 

中間会計期間中の変動額合計 2,000 △586 1,391 △43 1,348 △973 0 △972 375 

平成19年９月30日 残高 51,470 2,894 58,471 △1,877 66,208 8,194 1 8,196 74,404 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）             （単位 百万円） 

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 
利益剰余金 

利益
準備金 

       その他利益剰余金 

資本 
準備金 

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 

配当準備
積立金 

特別償却 
積立金 

固定資産 
圧縮積立金 

固定資産圧縮
特別勘定 
積立金 

平成18年３月31日 残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 133 1,817 － 

事業年度中の変動額                  

特別償却積立金の積立て (注)             24     

特別償却積立金の取崩し              △56     

固定資産圧縮積立金の積立て                137   

固定資産圧縮積立金の取崩し (注)               △12   

固定資産圧縮積立金の取崩し                △10   

固定資産圧縮特別勘定積立金の 
積立て          (注）                 137 

固定資産圧縮特別勘定積立金の 
取崩し                  △137 

別途積立金の積立て   (注)                   

剰余金の配当      (注)                   

剰余金の配当                   

役員賞与        (注)                   

当期純利益                   

自己株式の取得                   

自己株式の処分     0 0           

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） 
                  

事業年度中の変動額合計 － － 0 0 － － △32 115 － 

平成19年３月31日 残高 5,174 4,438 1 4,440 1,293 800 101 1,932 － 

 
 株主資本 評価・換算差額等 

 純資産 

合計 

利益剰余金  

 自己株式
株主資本

合計 

その他有価 

証券評価 

差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

  その他利益剰余金  
利益剰余金

合計   別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金  

平成18年３月31日 残高 48,770 2,282 55,097 △1,377 63,334 10,148 － 10,148 73,482 

事業年度中の変動額                  

特別償却積立金の積立て (注)   △24 －   －       － 

特別償却積立金の取崩し    56 －   －       － 

固定資産圧縮積立金の積立て    △137 －   －       － 

固定資産圧縮積立金の取崩し (注)   12 －   －       － 

固定資産圧縮積立金の取崩し    10 －   －       － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の 
積立て         （注）   △137 －   －       － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の 
取崩し    137 －   －       － 

別途積立金の積立て   (注) 700 △700 －   －       － 

剰余金の配当      (注)   △340 △340   △340       △340 

剰余金の配当    △406 △406   △406       △406 

役員賞与        (注)   △54 △54   △54       △54 

当期純利益   2,784 2,784   2,784       2,784 

自己株式の取得       △457 △457       △457 

自己株式の処分       0 0       0 

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） 
          △979 0 △978 △978 

事業年度中の変動額合計 700 1,199 1,982 △457 1,525 △979 0 △978 547 

平成19年３月31日 残高 49,470 3,481 57,079 △1,834 64,860 9,168 0 9,169 74,029 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

…償却原価法（定額法） 

子会社株式 

…移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算出し

ております） 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算出してお

ります） 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

…時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）棚卸資産 

 総平均法による原価法 

(3）棚卸資産 

同左 

(3）棚卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産及び投資不動産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については、

定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    15年～50年 

(1）有形固定資産及び投資不動産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については、

定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおり 

であります。 

建物    15年～50年 

（会計方針の変更） 

  法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ18百万円減少しておりま

す。 

 （追加情報） 

 平成19年度の法人税法改正に

伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ68百万円減少しておりま

す。 

(1)有形固定資産及び投資不動産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については、

定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおり 

であります。 

建物    15年～50年 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

 定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（主として５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

 所定の期間にわたり、均等償却

しております。  

(3)長期前払費用 

同左 

(3)長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備え

て、支給見込額を計上しており

ます。 

(2)賞与引当金 

          同左 

(2)賞与引当金 

同左 

 

(3)返品調整引当金 

 当中間会計期間の売上にかか

る返品に備えるため、予測返品

高に対する売買利益相当額を計

上しております。 

(3)返品調整引当金 

          同左 

(3)返品調整引当金 

 当事業年度の売上にかかる返

品に備えるため、予測返品高に

対する売買利益相当額を計上し

ております。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えて、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法によ

り、発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（15年）に

よる定額法により、費用処理す

ることとしております。 

(4）退職給付引当金 

      同左 

  

  

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えて、 

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発

生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15

年）による定額法により、発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

 過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（15年）に

よる定額法により、費用処理す

ることとしております。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、為替

予約等の振当処理の対象となっ

ている外貨建金銭債権債務につ

いては、当該為替予約等の円貨

額に換算しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円換算

し、換算差額は損益として処理

しております。なお、為替予約

等の振当処理の対象となってい

る外貨建金銭債権債務について

は、当該為替予約等の円貨額に

換算しております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替予約について

は、振当処理を行っておりま

す。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段、ヘッジ対象 

ヘッジ手段 

…為替先物買予約 

ヘッジ対象 

…外貨建債務および外貨建予

定取引 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 外貨建債務に係る為替変動リ

スクを回避する目的で、為替先

物予約を利用しております。な

お、投機目的によるデリバティ

ブ取引は行わない方針でありま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。

なお、「仮払消費税等」と「仮受

消費税等」は相殺のうえ、201百

万円を流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。

なお、「仮払消費税等」と「仮受

消費税等」は相殺のうえ、182百

万円を流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は72,535百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しています。 

───────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は74,028百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しています。 

 （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ34百万円減少して

おります。 

───────  （役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ82百万円減少して

おり、当該未払債務は貸借対照表の流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

   「長期前払費用」は前中間会計期間末は、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しております。なお、前中間会計期間末

の「長期前払費用」の金額は3,050百万円であります。  

（中間貸借対照表） 

 従来「現金及び預金」に含めていました譲渡性預金

は、「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会

報告第14号 終改正 平成19年7月4日)、「『中間財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱

いに関する留意事項について」( 終改正 平成19年10月2

日)及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」(会計制度委員

会  終改正 平成19年11月6日)が改正されたことに伴

い、当中間会計期間より「有価証券」に含めて掲記して

おります。なお、譲渡性預金の残高は、前中間会計期間

末は2,500百万円、当中間会計期間末は3,500百万円、前

事業年度末は2,500百万円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        31,416百万円 

   投資不動産の減価償却累計額 

          270百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        32,490百万円 

   投資不動産の減価償却累計額 

          283百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額          31,888百万円 

   投資不動産の減価償却累計額 

           291百万円 

※２ 担保資産 

 次の固定資産は、借入金の担

保に供しております。 

※２ 担保資産 

 次の固定資産は、借入金の担

保に供しております。 

※２ 担保資産 

 次の固定資産は、借入金の担

保に供しております。 

（小田原工場財団） （小田原工場財団） （小田原工場財団） 

建物 2,837百万円

土地    118百万円

有形固定資産の

その他 
 1,545百万円

合計  4,502百万円

建物  2,651百万円

土地    118百万円

有形固定資産の

その他 
 1,762百万円

合計  4,532百万円

建物 2,758百万円

土地    118百万円

有形固定資産の

その他 
 1,450百万円

合計  4,327百万円

   

一年内返済予定長期借入金 

     964百万円

長期借入金  1,446百万円

   

一年内返済予定長期借入金 

     964百万円

長期借入金    482百万円

   

一年内返済予定長期借入金 

     964百万円

長期借入金    964百万円

 ３ 保証債務 

  ㈱京都環境保全公社の借入金に

対し、679百万円の連帯保証(当

社の他６社)を行っています。な

お、７社の合議で負担割合を均

等とする協定を結んでおりま

す。 

 ３ 保証債務 

  ㈱京都環境保全公社の借入金に

対し、574百万円の連帯保証(当

社の他６社)を行っています。な

お、７社の合議で負担割合を均

等とする協定を結んでおりま

す。 

 ３ 保証債務 

        同左 

４ 輸出手形割引高    15百万円 ４ 輸出手形割引高     39百万円 ４ 輸出手形割引高   58百万円

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末残高に含

まれております。  

 受取手形 

  

45百万円 

 

※５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末残高に含

まれております。  

 受取手形 

  

  44百万円 

 

※５ 当事業年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換日

をもって決済処理しておりま

す。なお、当事業年度の末日は

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が当事業年度末日

の残高に含まれております。  

 受取手形  52百万円 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 

受取利息     43百万円

有価証券利息     12百万円

受取配当金    119百万円

賃貸料    142百万円

受取利息     72百万円

有価証券利息     14百万円

受取配当金    130百万円

賃貸料    150百万円

受取補償金 272百万円

有価証券売却益 149百万円

受取利息   106百万円

有価証券利息     25百万円

受取配当金    207百万円

賃貸料    284百万円

受取補償金  178百万円

※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息     20百万円

寄付金     78百万円

棚卸資産処分損   88百万円

固定資産処分損    33百万円

賃貸物件費用     53百万円

支払利息     14百万円

寄付金     76百万円

棚卸資産処分損    92百万円

固定資産処分損     25百万円

賃貸物件費用      54百万円

支払利息     37百万円

寄付金    161百万円

棚卸資産処分損    359百万円

固定資産処分損     60百万円

賃貸物件費用    103百万円

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

有形固定資産    744百万円

無形固定資産    104百万円

投資不動産     20百万円

有形固定資産    857百万円

無形固定資産     30百万円

投資不動産     18百万円

有形固定資産  1,591百万円

無形固定資産 133百万円

投資不動産     41百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加426千株の内、400千株は取締役会決議による自己株式の買付けによる増加で

あり、26千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加39千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加459千株の内、400千株は取締役会決議による自己株式の買付けによる増加で

あり、59千株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少1千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式（注） 2,088 426 0 2,514 

合計 2,088 426 0 2,514 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式（注） 2,547 39 0 2,586 

合計 2,547 39 0 2,586 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

普通株式（注） 2,088 459 1 2,547 

合計 2,088 459 1 2,547 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
有形固定資
産のその他 
（百万円） 

取得価額相当額 34 

減価償却累計額相当
額 

19 

中間期末残高相当額 14 

 
有形固定資
産のその他 
（百万円） 

取得価額相当額 30 

減価償却累計額相当
額 

23 

中間期末残高相当額 7 

 
有形固定資
産のその他 
（百万円） 

取得価額相当額 30 

減価償却累計額相当
額 

19 

期末残高相当額 11 

（注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

（注）     同左 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

一年内     7百万円

一年超    7百万円

合計     14百万円

一年内    3百万円

一年超     3百万円

合計      7百万円

一年内    6百万円

一年超      4百万円

合計     11百万円

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

（注）     同左 （注）未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

３．当中間会計期間の支払リース料

及び減価償却費相当額 

３．当中間会計期間の支払リース料

及び減価償却費相当額 

３．当事業年度の支払リース料及び

減価償却費相当額 

(1)支払リース料   3百万円

(2)減価償却費相当額 

    3百万円

(1)支払リース料    3百万円

(2)減価償却費相当額 

     3百万円

(1)支払リース料      7百万円

(2)減価償却費相当額 

       7百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

（１株当たり情報） 

(注)１．潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 ２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額  1,070円84銭

１株当たり中間純利益 

金額 
    11円17銭

１株当たり純資産額  1,099円61銭

１株当たり中間純利益

金額 
    26円56銭

１株当たり純資産額 1,093円43銭

１株当たり当期純利益 

金額 
   41円02銭

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額      

中間（当期）純利益（百万円） 760 1,797 2,784 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
760 1,797 2,784 

期中平均株式数（千株） 68,015 67,682 67,865 



(2）【その他】 

 平成19年11月12日開催の取締役会において第145期（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）の中間配当

を当社定款第43条の規定に基づき、次の通り行う旨決議しました。 

(1)１株当たりの金額 ７円00銭 

(2)中間配当金の総額 473百万円 

(3)支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月10日 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております 

有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第144期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に提出 

自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年３月31日） 平成19年４月10日関東財務局長に提出 

 報告期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年４月30日） 平成19年５月14日関東財務局長に提出 

 報告期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年５月31日） 平成19年６月８日関東財務局長に提出 

 報告期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年６月30日） 平成19年７月３日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

    平成18年12月12日  

日本新薬株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙橋 一浩  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西野 德一  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本

新薬株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月

１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日本新薬株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

    平成19年12月７日  

日本新薬株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙橋 一浩  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西野 德一  印 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本新薬株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日本新薬株式会社及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

    平成18年12月12日  

日本新薬株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙橋 一浩  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西野 德一  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本

新薬株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１４４期事業年度の中間会計期間（平成１８年４

月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本新薬株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月

１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

       

    平成19年12月７日  

日本新薬株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙橋 一浩  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西野 德一  印 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本新薬株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１４５期事業年度の中間会計期間（平

成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及

び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本新薬株式会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９年４月

１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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